
新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～
（平成２２年６月１８日閣議決定）【日本版ＮＶＱ関連部分 抜粋】

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果
（６）雇用・人材戦略 ～「出番」と「居場所」のある国・日本～

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）

北欧の「積極的労働市場政策」の視点を踏まえ、生活保障とともに、失業をリスクに終わらせる
ことなく、新たな職業能力や技術を身につけるチャンスに変える社会を構築することが、成長力を
支えることとなる。このため、「第二セーフティネット」の整備（求職者支援制度の創設等）や雇用保
険制度の機能強化に取り組む。また、非正規労働者を含めた、社会全体に通ずる職業能力開
発・評価制度を構築するため、現在の「ジョブ・カード制度」を「日本版NVQ（National Vocational 
Qualification）」へと発展させていく。
※NVQ は、英国で20 年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度。訓練や仕

事の実績を客観的に評価し、再就職やキャリアアップにつなげる役割を果たしている。

《21世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト》
19．「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入

時代の要請に合った人材を育成・確保するため、実践的な職業能力育成・評価を推進する「実践
キャリア・アップ制度」では、介護、保育、農林水産、環境・エネルギー、観光など新たな成長分野を
中心に、英国の職業能力評価制度（NVQ：National Vocational Qualification）を参考とし、ジョブ・
カード制度などの既存のツールを活用した『キャリア段位』を導入・普及する（日本版NVQの創設）。
あわせて、育成プログラムでは、企業内OJTを重視するほか、若者や母子家庭の母親など、まと

まった時間が取れない人やリカレント教育向けの「学習ユニット積上げ方式」の活用や、実践キャリ
ア・アップ制度と専門学校・大学等との連携による学習しやすい効果的なプログラムの構築を図る。

参考資料１－２



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～「出番」と「居場所」のある国・日本～～「出番」と「居場所」のある国・日本～ ②②

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

職業訓練の在り方に関する検討開始
（訓練を受ける者の選択に資する仕
組みの検討を含む。）

技術革新等に対応した公共職業訓練
のカリキュラムの見直し及び教官の養
成

６．「実践キャリア・アップ戦略」の推進

・「実践キャリア・アップ戦略」の推進
体制の整備
・５か年目標及び導入プランの策定

等

・職業能力を客観的に評価する「キャリア段位」制度の導入（「日本版ＮＶＱ」の創設）
・大学・専門学校等の教育システムとの連携

ジョブ・カード取得者 300万人

日本版NVQへの発展
大学のインターンシップ実施率：100％
大学への社会人入学者数：９万人

専修学校での社会人受入れ総数：15万人

自己啓発を行っている労働者の割合

正社員70％、非正社員50％
公共職業訓練受講者の就職率：

施設内80％、委託65％ ＊

年次有給休暇取得率：７０％

週労働時間60時間以上の雇

用者の割合：５割減 ＊

労働時間等設定改善法に基づく「指
針」の見直しによる年次有給休暇の
取得促進等

８．ワーク・ライフ・バランスの実現

最低賃金引上げ（全国最低
800円、全国平均1000円 ）＊

雇用の安定・質の向上により
生活不安を払拭し、内需主導
型経済成長の基盤を構築

９．同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進

労働災害発生件数を
３割減

メンタルヘルスに関する措置を
受けられる職場の割合：100%

受動喫煙のない職場の実現 ＊

11．職場における安全衛生対策の推進

職場におけるメンタルヘルス対策、
受動喫煙防止対策に係る労働政策
審議会での検討・結論

パートタイム労働者、有期契約労
働者、派遣労働者の均衡待遇の
確保と正社員転換の推進

所要の見直し措置

・最低賃金について、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指す
・「円卓合意」を踏まえ、最低賃金の引上げと中小企業の生産性向上に向けた政労使一体となった取組

７．「地域雇用創造」の推進

「地域社会雇用創造事業」及び「重点分野雇用創造事業」等の活用による
地域雇用の創造

成長分野を中心に、地域に根
ざした雇用の創造を推進

・有期労働契約に係る労働政策審議会で
の検討開始
・労働者派遣法の見直し

施策のフォローアップ及び検討等

労働災害防止のため、事業者による労働災害の低減の取組の強化

・民間に委託する公共職業訓練の分
野・業務の拡大
・民間活用の際の成果報酬制度の
拡充

＊の目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、
労使のリーダー、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。
また、これらの目標値は、新成長戦略において、「2020年度までの

平均で、名目３％、実質２％を上回る成長」等としていることを前提。

指針に基づく取組の実績を踏まえた見直し等

・労働政策審議会において結論、
所要の見直し措置
・パートタイム労働法の施行状
況を踏まえた見直しの検討

10．最低賃金の引上げ

成長戦略実行計画（工程表）成長戦略実行計画（工程表）（（抜粋抜粋））



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～③～子どもの笑顔あふれる国・日本～③

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

５．世界と日本を支える人材を生み出す高等教育
世界の大学ランキングでの
上位校の増加

質の高い外国人学生30万人

の受入れ

日本人学生等30万人の海外

交流

日本企業のマネジメント層の
国際経験を、東アジアトップ
レベルに引上げ

学生の就職率向上、３年以
内の早期離職率の低下

フリーターの減少、ニートの
縮減

社会人入学者数の増加

潜在的就労者の社会参画

大学等の行うキャリアアップ
の取組の利便性・質の向上

・大学の外国語教育・国際化の取組への支援と拠点形成、外国大学との大学間交流や相互単位認定の拡大
・大学生・高校生の海外交流支援の強化、外国人教職員・学生の戦略的受入れの促進
・TOEFL/TOEICの大学・企業での活用、外国人学生の日系企業就職支援、企業等におけるグローバル人材の育成・登用の強化

大学の職業教育
力の向上

・ジョブ・カードとの連携強化
・多様な人材養成ニーズに応える大学間連携
・地域大学・高等専門学校・専門学校の活用

職業教育の質保証枠組み設定の
パイロットプロジェクトの開始

情報通信技術関連等主な職業分野に関する教
育プログラムの開発

「社会人の学修支援プラン」の実施

専修学校への単位制・通信制の
導入

・大学教育のグローバル化と英語・中国語等の外国語教育の強化
•日本人学生等の海外交流促進と外国人学生の戦略的獲得

•国際化対応ビジネス人材の育成

「大学の就業力向上プラン」の実施

大学教育の質の
向上と機能分化

大学の各機能に応じた
適切な評価基準・指標
の検討開始

・大学の情報公開・評価制度の強化と各種資金配分への反映
・大学のマネジメント強化、カリキュラム改革、経営改善
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・評価への地域・産業界等の視点追加
・教育・研究実績等の情報を一覧できる仕組みの導入

サーティフィケート（履修証明）の
制度・運用改善

・キャリアガイダンスの制度化

「キャリア段位」制度
（日本版NVQ）と

大学・専門学校等の
教育システムとの連
携（2011年度～）



（別添） 

 

緊急雇用対策本部 

「実践キャリア・アップ戦略推進チーム」の設置について 

 

 

１．趣旨 

 

 新たな成長分野をはじめとして実践的な職業能力育成（キャリア・ア

ップ）が急務となっている一方で、非正規労働者など能力育成の機会に

恵まれない方々の増大や、企業の人材育成投資の低下が指摘されている。 

こうした状況を踏まえ、４月 26 日雇用戦略対話における鳩山内閣総理

大臣の指示に基づき、『実践キャリア・アップ戦略推進チーム』を設置し、

職業能力評価と教育・能力開発を結び付け一層の体系化を図った上で、

一企業内にとどまらず社会全体で実践的なキャリア・アップを図る戦略

プロジェクトを推進する。 

 

 

２．メンバー 

 

主 査 ： 荒井国家戦略担当大臣 

副 主 査 ： 細川厚生労働副大臣 

鈴木文部科学副大臣 

増子経済産業副大臣 

事 務 局 長 ： 平岡内閣府副大臣 

事務局次長 ： 内閣府政策統括官（経済財政運営担当） 

厚生労働省職業能力開発局長 

文部科学省生涯学習政策局長 

経済産業省経済産業政策局審議官 

事 務 局 ： 内閣府 

 

 

※ 必要に応じ、関係副大臣等及び関係省庁事務方を追加 



（別添２） 

 「実践キャリア・アップ戦略」構想  ―骨子― 

平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日 

実践キャリア・アップ戦略推進チーム 

＜基本的考え方＞「肩書社会」から「キャリア社会」へ 

・ 新たな成長分野をはじめとして実践的な職業能力育成（キャリア・アップ）が急

務となっている一方で、若者や非正規労働者など能力育成の機会に恵まれな

い人々の増大や、企業の人材育成機能の低下が指摘されている。 

・  このため、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、新たな経済成長を支える

「人づくり」を推進する観点から、職業能力評価と教育・能力開発を結び付け一

層の体系化を図った上で、一企業内にとどまらず社会全体で実践的なキャリア・

アップを図る戦略プロジェクトを推進する。 

 

＜主な取組＞ 

１．「実践キャリア・アップ制度」の導入・普及 

（１）「５か年目標」の策定 

新たな成長分野や「人づくり」の効果が高い分野などを中心に、実践的な職

業能力育成・評価を推進する「実践キャリア・アップ制度」の導入・普及の「５か

年目標」を策定する。 

 

＜「５か年目標」の骨子＞    

①戦略分野の選定    

    ・ ５年間で制度導入を想定している分野を選定 

      ※想定している分野 

         ・ 新成長分野＝「介護」「保育」「農林水産」「環境・エネルギー」「観光」など 

         ・ 「人づくり」の効果や、外部労働市場における活用可能性が高い分野＝一般事務、医

療・貿易事務、ホスピタリティ・サービス等 

  ②職業能力評価制度（『キャリア段位』制度）の導入（「日本版ＮＶＱ」の創設） 

・ 実践的な職業能力を明確化し、教育・能力開発と結び付け、能力を客 

観的に評価する『キャリア段位』制度を導入 

  ・ 産官学労で議論し、制度の基本方針をまとめる。 

・ 制度構築に当たっては、ジョブ・カード制度など既存の職業能力評価、資格、訓練カリ

キュラムなどのツールを有効に活用 
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・ 教育・能力開発の成果、資格、職歴等を記載し、職業能力を証明するツールとして、ジョ

ブ・カードの利用促進を図る。 

・ 一企業にとどまらない制度とするためには、業界団体、教育機関などとの連携・協力が

不可欠。 

③各分野の職業能力育成（キャリア・アップ）プログラムの策定 

＜「キャリア・アップ・プログラム」の目指す方向＞ 

ⅰ）企業内ＯＪＴ重視 

・ 日本の企業内ＯＪＴの実績も活用する観点から、ジョブ・カード制度の活用等により、働き

ながら育成する『企業内ＯＪＴ＋外部機関の座学』を重視する。 

ⅱ）「学習ユニット積上げ」方式の導入 

・ フリーター等の若者や母子家庭の母など、まとまった期間や時間が取れない人向けの

教育や、リカレント教育に向けた「育成プログラム」として、学習分野・内容をモジュ－ル

化し、積上げ可能な「学習ユニット積上げ方式」を導入する（イギリスのＱＣＦ）。  

※「ｅ-ラーニング」の活用も検討。  

※海外（アジア）人材向けのプログラムも検討（ＯＤＡにも活用）。 

 

（２）「実践キャリア・アップ制度」導入第１次プランの策定 

上記目標を踏まえ、第１次プラン（２２～２３年度）を策定する。 

 ※新成長戦略に、「第１次プラン戦略分野候補」を例示することも検討。 

 

２．教育システム等との連携 

―  「実践キャリア・アップ制度」と大学・専門学校等の教育機関との連携を図

り、新しい分野に即応できる就業力を育成しつつ、職業分野ごとに求めら

れる資格や能力等に対応した教育システム（学習しやすいプログラム、質

の保証）を、職業能力評価に照らしつつ構築する。 

   また、職業訓練機関についても連携を図り、質保証等の観点から効果的

な職業訓練プログラムを提供する。 

 

３．推進体制の整備 

― 「実践キャリア・アップ制度」の導入・普及、教育システム等との連携のた

めの産官学労の「推進体制」の整備 

○「実践キャリア・アップ戦略推進チーム（主査：仙谷大臣）」の下に、「専門タ

スク・フォース」を設置（見識実績のある民間有識者も配置）。 

 




